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 このたびは、現在ご契約いただいております当社の保険に

特約を付加くださいまして誠にありがとうございました。

 この冊子は、特約条項について記載されていますので、該当

する条項をご熟読のうえ「保険証券」とともに大切にご保存く
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 今後とも、従来どおり末永くお引き立てくださいますよう

お願い申し上げます。

２０２６年４月作成
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介護前払特約について 
《特約条項 ➜ 19ページ》 

被保険者が次の支払事由に該当されたとき、主契約の死亡保険金の将来のお支払いに

かえ、その全部または一部をこの特約による介護前払保険金としてお支払いします。 

支 払 事 由 
主契約の保険料払込期間の満了後①に被保険者の年齢が満65歳以上かつ公

的介護保険制度②の要介護４以上③に該当していると認定されていること 

受 取 人 被保険者 

ア．ご請求方法 

●介護前払保険金をご請求される場合は、当社所定の診断書をご提出いただきます。また、

診断書に医師の所見を記入していただきますが、当社が必要と認めた場合には、確認・照

会等を行い、また、当社指定の医師の診断を受けていただくことがあります。

イ．ご請求額（指定保険金額）および支払金額 

●ご請求額（指定保険金額）は、次の（a）基本保険金額の範囲内、かつ、（b）同一被保険

者について通算3,000万円以内とします。

  （a）基本保険金額 

・書類到着日④における基本保険金額となります。

  （b）同一被保険者について、通算 3,000万円以内 

・書類到着日の前日を換算基準日⑤とする円換算レート（支払用）で円に換算した金額

をもって判定します。

①主契約の保険料払込
期間の満了後 
主契約の保険料払込期
間の満了後であっても、
未払込保険料があると
きは、主契約の保険料払
込期間が満了していな
いものとみなします。 

②公的介護保険制度 
介護保険法に基づく介
護保険制度をいいます。 

③要介護４以上 
介護前払特約の別表２
「要介護４以上」をご覧
ください。 

④書類到着日 
完備された請求書類が
当社に着いた日をいい
ます。 

⑤換算基準日 
換算基準日として定め
る日が、当社が指定する
取引銀行または当社の
休業日に該当するとき
は、その直前の取引銀行
および当社の営業日と
なります。 

1



●介護前払保険金の支払金額は、次のとおりです。 

 

  （a）この特約による保険金を指定通貨でお支払いする場合 

・次の「Ａ」から「Ｂ」を差し引いた金額⑥とします。 

Ａ…介護前払保険金の受取人が指定した金額（指定保険金額） 

 

Ｂ…主契約の死亡保険金の前払となる期間相当の指定保険金額に対する利息（次の

式で計算した金額のことをいいます。） 

 

「Ａ」 － 

 

「Ａ」を書類到着日における当社所定の利率⑦で 

当社所定の期間⑧割り戻して計算した現価 

 

  （b）この特約による保険金を円換算支払特約を付加して円でお支払いする場合 

・上記（a）で計算した支払金額を円換算レート（支払用）で円に換算した金額としま

す。 

 

 

ウ．お支払いの限度 

●介護前払保険金のお支払いは、１契約について１回限りとします。 

 

 

エ．介護前払保険金をお支払いした後のご契約 

（a）ご請求額（指定保険金額）が基本保険金額と同額の場合 

●ご契約は、書類到着日にさかのぼって消滅します。 

　　指定保険金額
　（以後、保険契約は消滅します。）

基
本
保
険
金
額

▲
書類到着日

▲
ご契約  

 

（b）ご請求額（指定保険金額）が基本保険金額の一部の場合 

●基本保険金額は、書類到着日にさかのぼって指定保険金額と同額の減額がなされるもの

とし、減額部分の解約返戻金はありません。その後、被保険者が死亡された場合、減額後

の基本保険金額（責任準備金額が減額後の基本保険金額以上の場合は責任準備金額に

1.01を乗じて得た金額）を死亡保険金受取人にお支払いします。 

　　指定保険金額
　（基本保険金額は減額されます。）

基
本
保
険
金
額

▲
書類到着日

死亡保険金の
お支払い

▲
ご契約

▲
死　亡  

 
 

⑥「Ａ」から「Ｂ」を差
し引いた金額 
書類到着日における指
定保険金額に対応する
主契約の責任準備金額
を下回らないものとし
ます。 

 
⑦当社所定の利率 
主契約の最低保証予定
利率を用います。 

 
⑧当社所定の期間 
主契約の死亡保険金の
前払となる期間相当を
いい、書類到着日の被保
険者年齢から当社所定
の平均余命に達するま
での年月数となります。 
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ご 注 意 

●介護前払保険金のご請求額の限度は、将来変更することがあります。 

●ご契約者貸付が行われているときは、介護前払保険金の支払金額からその貸付金の元

利合計額を差し引きます。 

●介護前払保険金をお支払いする前に主契約の保険金または主契約に付加されたリビン

グ・ニーズ特約による保険金の請求を受けた場合には、介護前払保険金の請求がなか

ったものとして取り扱い、介護前払保険金をお支払いしません。 

●介護前払保険金は、指定通貨でお支払いすることも、円換算支払特約を付加して円に

換算してお支払いすることもできます。円に換算してお支払いする場合、書類到着日

の前日を換算基準日とする円換算レート（支払用）を適用します。 

●介護前払保険金を指定通貨でお支払いする際には、指定通貨でお受け取りいただける

口座が必要となります。また、ご利用される金融機関により諸手数料が必要な場合や、

当社からの指定通貨でのお支払いにかかる送金手数料をお支払い額より差し引く場合

があります。 

●主契約の保険料のお払い込みが免除された場合でも、主契約の保険料払込期間が満了

するまでは、介護前払保険金をご請求いただけません。 

●次のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は消滅します。 

・主契約の保険金または主契約に付加されたリビング・ニーズ特約による保険金をお

支払いしたとき 

・主契約が消滅したとき 

・目標到達時災害保障付円建積立保険移行特約を付加している場合で、主契約が災害

保障付円建積立保険へ移行したとき 

●この特約の給付にかかわる公的介護保険制度の改正が行われた場合等で、当社が特に

必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することが

あります。 

●介護前払特約の特約条項は、この特約が付加される日における特約条項が適用されま

す。 
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リビング・ニーズ特約について 
《特約条項 ➜ 24ページ》 

被保険者が次の支払事由に該当されたとき、主契約の死亡保険金の将来のお支払いに

かえ、その全部または一部をこの特約による保険金としてお支払いします。 

支 払 事 由 被保険者の余命が６か月以内①であると判断された場合 

受 取 人 被保険者 

 

 

ア．ご請求方法 

●この特約による保険金をご請求される場合は、当社所定の診断書をご提出いただきます。

また、診断書に医師の所見を記入していただきますが、当社が必要と認めた場合には、確

認・照会等を行い、また、当社指定の医師の診断を受けていただくことがあります。 

 

 

イ．ご請求額（指定保険金額）および支払金額 

●ご請求額（指定保険金額）は、次の（a）基本保険金額の範囲内、かつ、（b）保険種類に

応じた金額の範囲内とします。 

 

  （a）基本保険金額 

・この特約による保険金の支払事由の発生日（被保険者の余命が６か月以内と判断さ

れた日）における基本保険金額となります。 

 

  （b）保険種類に応じた金額 

・次の金額となります。ただし、フラット外貨終身では、次の〈1〉～〈3〉の判定にあ

たって、請求書類が当社に着いた日②の前日を換算基準日③とする円換算レート（支

払用）で円に換算した金額を用います。 

保険種類 

Ａ 

フラット外貨終身、大樹セレクト、ドリームクルーズワイド、ベクトルＸ、

ザ・ベクトル、大樹暖家族-Ｒ等当社の定める保険種類でリビング・ニーズ

特約を付加されたご契約 

Ｂ Ａ以外のご契約で、リビング・ニーズ特約を付加されたご契約 

   〈1〉同一被保険者について、Ａのご契約のみの場合………通算 3,000万円以内 

   〈2〉同一被保険者について、Ｂのご契約のみの場合………通算 1,000万円以内 

   〈3〉同一被保険者について、ＡおよびＢの双方のご契約がある場合 

                ……… ＡおよびＢのご請求額のそれぞれの合計額について、 

                     〈1〉および〈2〉の範囲内、かつ、通算 3,000万円以内 

 

 

 

 

 

①余命が６か月以内 
一般に日本で認められ
た医療による治療を行
っても、余命が６か月以
内である状態を意味し
ます。 

 
②請求書類が当社に着

いた日 
完備された請求書類が
当社に着いた日をいい
ます。 

 
③換算基準日 
換算基準日として定め
る日が、当社が指定する
取引銀行または当社の
休業日に該当するとき
は、その直前の取引銀行
および当社の営業日と
なります。 
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（例）保険種類に応じた金額の例 

  ・Ａより 3,000万円請求された場合…Ｂは請求できません。 

  ・Ａより 2,500万円請求された場合…Ｂの請求限度額は  500万円 

  ・Ａより 2,000万円請求された場合…Ｂの請求限度額は 1,000万円 

  ・Ａより 1,000万円請求された場合…Ｂの請求限度額は 1,000万円 

 

●この特約による保険金の支払金額は、次のとおりです。 

 

（a）この特約による保険金を指定通貨でお支払いする場合 

・次の「Ａ」から「ＢとＣの合計額」を差し引いた金額とします。 

Ａ…次の式で計算した金額 

ただし、換算基準日の円換算レート（支払用）で円に換算した金額が、前述の〈1〉

～〈3〉の金額以内であることが必要です。 

 

この特約による保険金の支払事由の発生日の 

基本保険金額（※１） 
× 

指定保険金額 

基本保険金額 

 

※１ この特約による保険金の支払事由の発生日において計算した６か月後の

主契約の責任準備金額が基本保険金額以上の場合は、次の式で計算した金

額に置き換えます。 

 

 この特約による保険金の支払事由の発生日において 

計算した６か月後の主契約の責任準備金額 
×1.01  

 

Ｂ…支払事由の発生日からその日を含めて６か月間の「Ａ」に対する利息（次の式で

計算した金額のことをいいます。） 

 
 

「Ａ」 － 

 

「Ａ」を当社所定の利率④で 

６か月間割り戻して計算した現価 

 

Ｃ…指定保険金額に対する６か月間の固定円建保険料相当額を固定円換算レートで

指定通貨に換算した金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④当社所定の利率 
主契約の最低保証予定
利率を用います。 
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（b）この特約による保険金を円換算支払特約を付加して円でお支払いする場合 

・次の「ＡからＢを差し引いた金額」を円換算レート（支払用）で円に換算した金額か

ら「Ｃ」を差し引いた金額とします。 

Ａ…次の式で計算した金額 

ただし、換算基準日の円換算レート（支払用）で円に換算した金額が、前述の〈1〉

～〈3〉の金額以内であることが必要です。 

 

この特約による保険金の支払事由の発生日の 

基本保険金額（※１） 
× 

指定保険金額 

基本保険金額 

 

※１ この特約による保険金の支払事由の発生日において計算した６か月後の

主契約の責任準備金額が基本保険金額以上の場合は、次の式で計算した金

額に置き換えます。 

 

 この特約による保険金の支払事由の発生日において 

計算した６か月後の主契約の責任準備金額 
×1.01  

 

Ｂ…支払事由の発生日からその日を含めて６か月間の「Ａ」に対する利息（次の式で

計算した金額のことをいいます。） 

 
 

「Ａ」 － 

 

「Ａ」を当社所定の利率で 

６か月間割り戻して計算した現価 

 

Ｃ…指定保険金額に対する６か月間の固定円建保険料相当額 

 

 

ウ．お支払いの限度 

●この特約による保険金のお支払いは、１契約について１回限りとします。 

 

 

エ．この特約による保険金をお支払いした後のご契約 

（a）ご請求額（指定保険金額）が基本保険金額と同額の場合 

●ご契約は、この特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって消滅します。 

この特約による保険金のお支払い
（以後、保険契約は消滅します。）

保
険
料

基
本
保
険
金
額

 
ご契約

 
支払事由の発生日

保険料のお払い込み
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（b）ご請求額（指定保険金額）が基本保険金額の一部の場合 

●指定保険金額がこの特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって減額されるも

のとし、減額部分の解約返戻金はありません。また、継続する部分については引き続き保

険料をお払い込みいただき、その後、被保険者が死亡された場合、減額後の基本保険金額

（責任準備金額が減額後の基本保険金額以上の場合は責任準備金額に1.01を乗じて得

た金額）を死亡保険金受取人にお支払いします。 

　　この特約による保険金のお支払い
　 （基本保険金額は減額されます。）

保
険
料

基
本
保
険
金
額

 
ご契約

 
支払事由の発生日

死亡保険金の
お支払い

保険料のお払い込み

 
死 亡  

 

 

オ．条件付保険特約が付加された場合のお取り扱い 

●主契約に条件付保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合、この特約

による保険金の支払金額は、次のとおりです。 

 

（a）この特約による保険金を指定通貨でお支払いする場合 

・次の「Ａ」から「ＢとＣの合計額」を差し引いた金額とします。ただし、「Ａ」の金

額が指定保険金額に対応する責任準備金額を下回るときには、その対応する責任準

備金額から「ＢとＣの合計額」を差し引いた金額をお支払いします。 

Ａ…次の式で計算した金額 

前述「イ．ご請求額（指定保険金額）および

支払金額」で計算した金額 
× 

この特約による保

険金の支払事由の

発生日における条

件付保険特約に定

める所定の割合 

 

Ｂ…支払事由の発生日からその日を含めて６か月間の「Ａ」に対する利息（次の

式で計算した金額のことをいいます。） 

 
 

「Ａ」 － 

 

「Ａ」を当社所定の利率で 

６か月間割り戻して計算した現価 

 

Ｃ…指定保険金額に対する６か月間の固定円建保険料相当額を固定円換算レー

トで指定通貨に換算した金額 
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（b）この特約による保険金を円換算支払特約を付加して円でお支払いする場合 

・次の「ＡからＢを差し引いた金額」を円換算レート（支払用）で円に換算した金額か

ら「Ｃ」を差し引いた金額とします。ただし、「Ａ」の金額が指定保険金額に対応す

る責任準備金額を下回るときには、その対応する責任準備金額からＢを差し引いた

金額を円換算レート（支払用）で円に換算した金額からＣを差し引いた金額をお支払

いします。 

Ａ…次の式で計算した金額 

前述「イ．ご請求額（指定保険金額）および

支払金額」で計算した金額 
× 

この特約による保

険金の支払事由の

発生日における条

件付保険特約に定

める所定の割合 

 

Ｂ…支払事由の発生日からその日を含めて６か月間の「Ａ」に対する利息（次の

式で計算した金額のことをいいます。） 

 
 

「Ａ」 － 

 

「Ａ」を当社所定の利率で 

６か月間割り戻して計算した現価 

 

Ｃ…指定保険金額に対する６か月間の固定円建保険料相当額 

 

 

 

ご 注 意 

●この特約による保険金のご請求額の限度は、将来変更することがあります。 

●他のご契約に付加されたリビング・ニーズ特約（ファミリー保障特約用）等の被保険者

とこの特約の被保険者が同一の場合には、リビング・ニーズ特約（ファミリー保障特約

用）等のご請求額も通算されます。 

●ご契約者貸付が行われているときは、この特約による保険金の支払金額からその貸付

金の元利合計額を差し引きます。 

●この特約による保険金を円に換算してお支払いする場合、請求書類が当社に着いた日

の前日を換算基準日とする円換算レート（支払用）を適用します。 

●この特約による保険金を指定通貨でお支払いする際には、指定通貨でお受け取りいた

だける口座が必要となります。また、ご利用される金融機関により諸手数料が必要な

場合や、当社からの指定通貨でのお支払いにかかる送金手数料をお支払い額より差し

引く場合があります。 

●次のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は消滅します。 

・主契約の保険金をお支払いしたとき 

・主契約が消滅したとき 

・目標到達時災害保障付円建積立保険移行特約を付加している場合で、主契約が災害

保障付円建積立保険へ移行したとき 

●リビング・ニーズ特約の特約条項は、この特約が付加される日における特約条項が適

用されます。 
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目標到達時災害保障付円建積立保険移行特約 
について 

《特約条項 ➜  29ページ》 

この特約は、ご契約締結の際またはご契約後に主契約に付加することにより、保険料

払込期間の満了日の翌日からその日を含めて１か月経過した日以後、円に換算した解

約返戻金額が目標額（円）①以上となった場合に、主契約を災害保障付円建積立保険

に自動的に移行することができます。 

ア．災害保障付円建積立保険への移行 

●次の〈1〉が〈2〉以上になったと判定された場合、その日（目標到達日）の翌日を積立移

行日として、主契約は災害保障付円建積立保険に自動的に移行します。

〈1〉主契約を解約したとみなしたときの解約返戻金額②を円換算レート（支払用）によ

り円に換算した金額 

〈2〉目標額（円） 

●上記の判定は、保険料払込期間の満了日の翌日からその日を含めて１か月経過した日以

後の、当社の営業日、かつ、当社が指定する取引銀行の営業日にあたる日ごとに行います。 

ただし、月払のご契約の場合で、最終の保険料期間に対応する保険料が保険料払込期間の

満了日までに払い込まれなかったときは、保険料払込期間の満了日の翌日からその日を

含めて２か月経過した日以後に判定を行います。

●災害保障付円建積立保険に移行後の積立金額は、上記〈1〉の金額に基づき、積立移行日

における積立利率によって計算します。

●災害保障付円建積立保険に移行後の積立利率は、積立移行日から消滅まで変更されませ

ん。

●災害保障付円建積立保険の保険期間は終身とします。

目標額（円）

積立金額

一生涯

保険料払込期間
＝低解約返戻金期間

ご契約

基
本
保
険
金
額

責任準備金額

１か月 積立移行日
（目標到達日の翌日）

解約返戻金額

 しくみ

解約返戻金額(円)

死亡保険金額

＝積立金額

災害死亡保険金額
＝積立金額の1.1倍

毎営業日判定

死亡・高度障がい保険金額
＝基本保険金額 災害保障付

円建積立保険

①目標額（円） 
特約付加時にご契約
者が円で設定しま
す。 

②主契約を解約した
とみなしたときの
解約返戻金額 

ご契約者貸付による
貸付金があるとき
は、その元利合計額
を差し引いた額とな
ります。 
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イ．災害保障付円建積立保険について 

被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金をお支払いします。 

支払事由 給付の種類 支払金額 受取人 

死亡されたとき 死亡保険金③ 積立金額④ 

死亡保険金 

受取人 

積立移行日以後に発生した

不慮の事故⑤を直接の原因

として、事故の日からその日

を含めて180日以内に死亡

されたとき 
災害死亡保険金 

積立金額の1.1倍 

相当額 

積立移行日以後に発病した

所定の感染症⑥を直接の原

因として死亡されたとき 

 

 

ウ．積立金の一部取崩について 

●資金がご入用のときは、災害保障付円建積立保険の積立金の一部を取り崩して、一部取崩

に伴う手数料等を差し引くことなくそのまま引き出すことができます。 

●積立金の一部を取り崩して引き出す場合、その取り崩される積立金部分は解約されたも

のとみなします。 

●一部取崩後の積立金額が10万円未満となるときには、積立金の一部を取り崩して引き出

すことはできません。 

●災害保障付円建積立保険の積立金の一部を取り崩して引き出す場合、死亡保険金額・災害

死亡保険金額は減少します。 

 

 

エ．その他のお取り扱い 

●ご契約者は、目標到達日以前に限り、目標額（円）を変更することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③死亡保険金 
災害死亡保険金が支
払われる場合には、
お支払いしません。 
 

④積立金額 
積立移行日から被保
険者の死亡日の直後
に到来する積立移行
日の月単位の応当日
の前日までの経過年
月数を基準に計算し
た金額となります。 

 
⑤不慮の事故 
「ご契約のしおり」
の無配当低解約返戻
金型外貨建終身保険
（予定利率毎月更改
型）普通保険約款の
別表１「対象となる
不慮の事故」をご覧
ください。 

 
⑥所定の感染症 
目標到達時災害保障
付積立保険移行特約
の別表１「対象とな
る感染症」をご覧く
ださい。 
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ご 注 意 

●口座振替扱またはクレジットカード扱以外のお払い込み方法により、最終の保険料期間

に対応する保険料を保険料払込期間の満了日までにお払い込みいただいた場合には、保

険料払込期間の満了日の翌日からその日を含めて２か月経過した日以後に判定を行う場

合があります。 

●ご契約が失効している場合は判定を行いません。 

●主契約が災害保障付円建積立保険に移行する前に次の保険金の請求を受けた場合で、かつ、

その保険金をお支払いすることになったときは、基本保険金額のうちそのお支払いによっ

て支払事由の発生日にさかのぼって消滅する（減額がなされたものとする場合を含みま

す。）部分について、災害保障付円建積立保険へ移行することはできません。 

・高度障がい保険金 

・介護前払特約による介護前払保険金 

・リビング・ニーズ特約による保険金 

●災害保障付円建積立保険に移行した場合、積立移行日以後、次のお取り扱いはできません。 

・高度障がい保険金のお支払い 

・介護前払特約による介護前払保険金のお支払い 

・リビング・ニーズ特約による保険金のお支払い 

・年金支払特約による死亡保険金等の年金支払 

・年金払移行特約による解約返戻金等の年金支払 

・ご契約者貸付 

●災害保障付円建積立保険に移行後の死亡保険金額は、移行前の死亡保険金額を円換算レー

ト（支払用）で円に換算した金額を下回ることがあります。 

●災害死亡保険金は、積立移行日以後に発生した約款所定の不慮の事故による傷害や発病し

た感染症を直接の原因として、約款所定の状態となった場合にお支払いします。したがっ

て、積立移行日前に発生した不慮の事故による傷害や発病した感染症を原因とする場合に

は、災害死亡保険金をお支払いすることはできません。 

●目標到達時災害保障付円建積立保険移行特約の特約条項は、この特約が付加される日にお

ける特約条項が適用されます。 
  

11



指定代理請求特約について 
《特約条項 ➜ 36ページ》 

この特約を付加されますと、保険金等の受取人である被保険者に自らご請求いただけ

ない次の例のような事情が生じた場合、指定代理請求人は、被保険者の代理人として

保険金等をご請求いただけます。 

（例）被保険者が自らご請求いただけない事情 

・被保険者が保険金等を請求する意思表示ができないと当社が認めたとき

・被保険者が傷病名（ガン等の当社が認める傷病名の場合）を告知されていないとき

・被保険者が余命６か月以内と知らされていないとき など 

ア．対象となる保険金等 

●指定代理請求人よりご請求いただける保険金等は、次のとおりです。

〈1〉被保険者が受取人となる次の保険金

◈ 高度障がい保険金 ◈ 介護前払保険金
◈ リビング・ニーズ特約による保険金

〈2〉被保険者と受取人が同一人である場合の次の年金 

◈ 年金支払特約による年金 ◈ 年金払移行特約による年金

〈3〉被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料のお払い込み免除 

●すえ置かれている保険金等はご請求の対象にはなりません。

イ．指定代理請求人の範囲 

●ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を次の範囲の中から1名指定してく

ださい。

＜指定代理請求人の範囲＞ 

〈1〉被保険者の戸籍上の配偶者 

〈2〉被保険者の直系血族①（子、孫、父母、祖父母など） 

〈3〉被保険者の３親等内の親族②（兄弟姉妹、おじ、おば、甥
おい

、姪
めい

など） 

上記のほか、次の範囲内の方③で、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき

適当な関係があると当社が認めた方 

〈4〉被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方 

〈5〉被保険者の財産管理を行っている方④ 

〈6〉死亡保険金受取人 

〈7〉その他上記〈4〉または〈5〉と同等の関係にある方 

●指定代理請求人が保険金等をご請求いただく際にも、上記の範囲内であることが必要で

す。

①直系血族 
②３親等内の親族 
次頁の「直系血族」「３
親等内の親族」をご覧く
ださい。 

③次の範囲内の方 
婚姻の届出をしていな
いが、事実上婚姻関係と
同様の事情にある方な
どを含みます。 

④財産管理を行ってい
る方 

財産管理委任契約など
に基づき財産管理を行
っている方をいいます。 
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被保険者

父母

子

孫

曾孫

祖父母

曾祖父母

配偶者

父母

祖父母

曾祖父母

おじ・おば

甥・姪 配偶者

配偶者

配偶者

兄弟姉妹

甥・姪

配偶者

配偶者

配偶者

兄弟姉妹

おじ・おば

直系血族

３親等内の親族

高祖父母

玄孫

 

 

●ご契約者は、被保険者の同意を得て、前頁の＜指定代理請求人の範囲＞内で指定代理請求

人を変更することができます。 

●被保険者に保険金等を自らご請求いただけない事情が生じた際に、指定代理請求人の要

件を満たす方がいない場合、または、指定が撤回されたこと等により指定代理請求人が指

定されていない場合には、死亡保険金受取人が指定代理請求人として⑤保険金等をご請求

いただけます。 

 

 

ウ．代理請求によるお支払い 

●指定代理請求人が保険金等をご請求される場合、次の書類をご提出いただきます。 

・被保険者に保険金等を自らご請求いただけない事情が生じたことを示す書類 

・指定代理請求人が前頁イ．の＜指定代理請求人の範囲＞内であることを確認するため

の書類 

・その他の必要書類 

●指定代理請求人が保険金等をご請求された場合、ご契約が消滅する、特約が消滅し保険料

が少なくなる、あるいは保険料のお払い込みが免除されることがあります。 

また、被保険者ご本人から保障内容・お支払い内容について当社にご照会があったとき

は、回答せざるを得ないことがあります。したがって、被保険者ご本人が、保険金等を自

らご請求いただけない事情（余命６か月以内、ガンであること等）をお知りになることが

あります。 

●介護前払特約およびリビング・ニーズ特約について、複数契約の各代理人からの保険金請

求額が当社の定める金額を超える場合、その超える部分はお支払いできません。 

●保険金等を指定代理請求人にお支払いした場合、その後重複して被保険者等からその保

険金等のご請求を受けてもお支払いできません。 

 

 

 

⑤死亡保険金受取人が
指定代理請求人とし
て 

次の場合には、「死亡保
険金受取人」を「被保険
者の戸籍上の配偶者」と
読み替えます。 
・年金支払特約により

年金の支払が開始し
た場合 

・年金払移行特約によ
り主契約の全部が年
金払に移行した場合 
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ご 注 意 

●指定代理請求人に次のような事情が生じた場合は、指定代理請求人を変更していただ

く必要がありますので、すみやかに「お客さまデスク」にご連絡ください。 

・死亡されたとき 

・指定代理請求人の要件を満たさなくなったとき 

・被保険者の代理人として保険金等を請求する意思表示ができなくなったとき  など 

●指定代理請求人はあくまでも保険金等を被保険者の代理でご請求いただける方であ

り、保険金等の受取人は被保険者ご自身となります。 

●保険金等を指定代理請求人のご請求によりお支払いした場合、当社はご契約者または

被保険者にその旨のご連絡をいたしません。したがって、ご契約者または被保険者の

承諾なしにご契約の全部または一部が消滅する場合があります。 

●故意に保険金等の支払事由を生じさせた方、または故意に保険金等を被保険者が請求

できない状態にさせた方は、指定代理請求人として保険金等をご請求いただけません。 

●指定代理請求特約の特約条項は、この特約が付加される日における特約条項が適用さ

れます。 
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保険金などをお支払いできない場合について 

保険金等の支払事由が生じても、次のような場合には、保険金等をお支払いできない

ことがあります。 

（a）免責事由に該当した場合 

給付の種類 免責事由 

介護前払保険金 次のいずれかによって、支払事由が生じたとき 

〈1〉 

〈2〉 

〈3〉 

〈4〉 

〈5〉 

〈6〉 

ご契約者の故意または重大な過失 

被保険者の故意または重大な過失 

被保険者の自殺行為 

被保険者の犯罪行為 

被保険者の薬物依存 

戦争その他の変乱 

リビング・ニーズ特約に

よる保険金 

次のいずれかによって、支払事由が生じたとき 

〈1〉 

〈2〉 

〈3〉 

〈4〉 

〈5〉 

ご契約者の故意 

被保険者の故意 

被保険者の自殺行為 

被保険者の犯罪行為 

戦争その他の変乱 

災害保障付円建積立保険

移行後の死亡保険金 

次のいずれかによって、被保険者が死亡されたとき 

〈1〉 

 

〈2〉 

〈3〉 

〈4〉 

主契約の責任開始の日からその日を含めて３年以内の被

保険者の自殺 

ご契約者の故意 

主契約の死亡保険金受取人の故意 

戦争その他の変乱 

災害保障付円建積立保険

移行後の災害死亡保険金 

次のいずれかによって、被保険者が死亡されたとき 

〈1〉 

〈2〉 

〈3〉 

〈4〉 

〈5〉 

〈6〉 

〈7〉 

 

〈8〉 

 

〈9〉 

ご契約者の故意または重大な過失 

被保険者の故意または重大な過失 

主契約の死亡保険金受取人の故意または重大な過失 

被保険者の犯罪行為 

被保険者の精神障がいを原因とする事故 

被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 

被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転して

いる間に生じた事故 

被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当

する運転をしている間に生じた事故 

地震、噴火、津波または戦争その他の変乱 
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（b）重大事由による解除の場合 

・次のような事由に該当し、ご契約または特約が解除されたとき 

〈1〉ご契約者または保険金等の受取人が、保険金等を詐取する目的または他人に詐取

させる目的で事故招致（未遂を含みます。）をしたとき 

〈2〉保険金等の請求に関し、保険金等の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があっ

たとき 

〈3〉ご契約者、被保険者または保険金等の受取人が、反社会的勢力①に該当すると認

められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係②が

あると認められるとき 

〈4〉上記〈1〉～〈3〉のほか、当社のご契約者、被保険者または保険金等の受取人に

対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記〈1〉～〈3〉と同等の

重大な事由があるとき 

 

（c）告知義務違反による解除の場合 

・お申し込みの際に告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が解除

されたとき 

 

（d）ご契約の失効の場合 

・保険料のお払い込みがないなどの理由により、ご契約が効力を失ったとき 

 

（e）詐欺による取消、不法取得目的による無効の場合 

・詐欺によりご契約が取り消されたとき 

・保険金等を不法に取得する目的によりご契約が無効とされたとき  等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①反社会的勢力 
暴力団、暴力団員（脱退
後５年を経過しない者
を含みます。）、暴力団準
構成員または暴力団関
係企業その他の反社会
的勢力をいいます。 

 
②社会的に非難される
べき関係 
反社会的勢力に対する
資金等の提供・便宜の供
与や反社会的勢力の不
当な利用を行うこと等
をいいます。また、ご契
約者または保険金等の
受取人が法人の場合は、
反社会的勢力による企
業経営の支配または実
質的な関与があること
もいいます。 
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ご 注 意 

●重大事由によりご契約または特約を解除した場合で、前頁（b）の〈1〉～〈4〉に定め

る事由の発生時以後に保険金等の支払事由が生じたときは、保険金等のお支払いを行

いません（〈3〉の事由にのみ該当した場合で、〈3〉に該当したのが保険金等の受取人の

みであり、その保険金等の受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等

のうち、〈3〉に該当した受取人にお支払いすることとなっていた保険金等を除いた額

を、他の保険金等の受取人にお支払いします。）。すでに保険金等をお支払いしていた

ときには、当社はその返還を請求します。 

●告知義務違反によりご契約または特約を解除した場合、保険金等の支払事由が発生し

ていても、これをお支払いすることはできません。 

●詐欺または不法取得目的により、ご契約が取消または無効とされた場合は、すでにお

払い込みいただいた保険料を払いもどしません。 

●精神病等による自殺については、保険金をお支払いする場合もありますので、当社へ

お問い合わせください。 

●地震、噴火、津波または戦争その他の変乱が原因で支払事由が生じた場合は、該当する

被保険者の数によっては、保険金の全額またはその一部をお支払いすることがありま

す。 

●災害保障付円建積立保険の移行日前に発生した不慮の事故による傷害や発病した感染

症を原因とする場合には、災害死亡保険金をお支払いすることはできません。 
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お手続きに必要な書類について 

保険金等のご請求や、名義変更等の諸手続きに必要な書類は、主約款および特約条項

の別表「請求書類」に記載しています。 

ただし、記載以外の書類のご提出を求めたり、または記載書類の一部省略のお取り扱

いをすることがありますので、諸手続きが必要な場合には、「お客さまデスク」にご

相談ください。 
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介護前払特約目次 

この特約の主な内容 

第１条 用語の意義 

第２条 特約の締結および責任開始時 

第３条 介護前払保険金の支払 

第４条 介護前払保険金の請求手続、支払の期限

および支払の場所 

第５条 特約保険料の払込 

第６条 特約の失効 

第７条 特約の復活 

第８条 特約の解約 

第９条 特約の消滅 

第10条 払いもどし金 

第11条 告知義務違反による解除 

第12条 重大事由による解除 

第13条 契約者配当金 

第14条 管轄裁判所 

第15条 法令等の改正に伴う支払事由の変更 

第16条 主約款の規定の準用 

第17条 主契約に条件付保険特約が付加されてい

る場合の取扱 

別表１ 公的介護保険制度 

別表２ 要介護４以上 

別表３ 請求書類 

介護前払特約 

（この特約の主な内容） 

  この特約は、無配当低解約返戻金型外貨建終身保険（予定利率毎月更改型）契約に付加するこ

とにより、被保険者が公的介護保険制度に基づく要介護４以上の状態になった場合に、主たる保

険契約の死亡保険金の将来の支払にかえ、その全部または一部について、この特約による介護前

払保険金として支払うことを主な内容とするものです。 

第１条（用語の意義） 

  この特約において使用される用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。 

用語 意義 

⑴ 主契約 主たる保険契約のことをいいます。 

⑵ 主約款 主契約の普通保険約款のことをいいます。 

⑶ 契約者 保険契約者のことをいいます。 

第２条（特約の締結および責任開始時） 

① この特約は、主契約の締結の際または締結後、被保険者の同意を得たうえで、契約者から

申出があり、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

② 会社がこの特約の付加を承諾したときには、会社は、次の各号の場合に応じ、それぞれに

定める時からこの特約上の責任を負います。

項目 内容 

⑴ 主契約の締結の際にこの特約を付加したとき 主契約の責任が開始した時 

⑵ 主契約の締結後にこの特約を付加したとき 会社が承諾した時 

③ 主契約の締結後、この特約が主契約に付加された場合、会社は、この特約の名称を記載し

た保険証券を新たに交付します。
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第３条（介護前払保険金の支払） 

① 会社は、この特約の介護前払保険金を、次に定めるとおり支払います。

名称 
支 払 事 由 

（介護前払保険金を支払う場合） 

支払 

金額 

受 

取 

人 

免 責 事 由 

（支払事由に該当しても介護 

前払保険金を支払わない場合） 

介 

護 

前 

払 

保 

険 

金 

 主契約の保険料払込期間の満

了後* に、次の条件のすべてを

満たしたとき 

(ｱ) 被保険者の年齢* が満65歳

以上であること

(ｲ) 被保険者が公的介護保険制

度* による要介護認定を受

け、要介護４以上* に該当す

ると認定されていること

第 

③ 

項 

に 

定 

め 

る 

金 

額 

被 

保 

険 

者 

 被保険者が次のいずれかによっ

て介護前払保険金の支払事由に該

当したとき 

(ｱ) 契約者の故意または重大な過

失

(ｲ) 被保険者の故意、自殺行為また

は重大な過失

(ｳ) 被保険者の犯罪行為

(ｴ) 被保険者の薬物依存*

(ｵ) 戦争その他の変乱

＊ 主契約の保険料払

込期間の満了後 

 主契約の保険料払込期間の満了後であっても、未払込保険料があ

るときは、主契約の保険料払込期間が満了していないものとみなし

ます。 

＊ 被保険者の年齢  主約款の年齢の計算の規定にかかわらず、被保険者の満年齢とし

ます。 

＊ 公的介護保険制度 別表１に定める公的介護保険制度をいいます。 

＊ 要 介 護 ４ 以 上 別表２に定める状態をいいます。 

＊ 薬 物 依 存 平成27年２月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官

房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ＩＣＤ－10

（2013年版）準拠」に記載された分類項目中の分類番号Ｆ11.2、Ｆ

12.2、Ｆ13.2、Ｆ14.2、Ｆ15.2、Ｆ16.2、Ｆ18.2、Ｆ19.2に規定さ

れる内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、

大麻、精神刺激薬・幻覚薬等を含みます。 

② 第①項の支払事由(ｲ)は、この特約の介護前払保険金の請求に必要な書類（別表３）が会社

に着いた日（以下「書類到着日」といいます。）においても満たしていることを必要とします。

③ この特約の介護前払保険金の支払金額は、主契約の基本保険金額の範囲内、かつ、会社所

定の金額の範囲内で、この特約の介護前払保険金の受取人が指定した金額（以下「指定保険

金額」といいます。）から、書類到着日における会社の定める利率に基づいて計算した主契約

の死亡保険金の前払となる期間相当の指定保険金額に対応する利息を差し引いた金額としま

す。ただし、支払金額は、書類到着日における指定保険金額に対応する主契約の責任準備金

額を下回らないものとします。

④ 契約者に対する貸付が行われているときには、会社は、その貸付金の元利合計額を第③項

に定める支払金額から差し引くものとします。

⑤ この特約の介護前払保険金の受取人は被保険者とし、変更することはできません。

⑥ 契約者が法人で、かつ、主契約の死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人である場

合を含みます。）のときには、第①項および第⑤項の規定にかかわらず、この特約の介護前払

保険金の受取人は契約者とし、それ以外の者に変更することはできません。

⑦ 主契約の基本保険金額の全部が指定保険金額として指定され、この特約の介護前払保険金

が支払われた場合は、書類到着日にさかのぼって、主契約は消滅するものとします。

⑧ 主契約の基本保険金額の一部が指定保険金額として指定され、この特約の介護前払保険金

が支払われた場合は、書類到着日にさかのぼって、主契約の基本保険金額は指定保険金額と

同額の減額がなされたものとします。この場合、主約款の払いもどし金の規定にかかわらず、
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会社は、払いもどし金を支払いません。 

⑨ この特約の介護前払保険金の支払がなされる前に次の各号に定める保険金の請求を受けた

場合には、会社は、介護前払保険金の請求がなかったものとして取り扱い、介護前払保険金

を支払いません。

⑴ 主契約の保険金

⑵ 主契約に付加されたリビング・ニーズ特約による保険金

⑩ この特約の介護前払保険金が支払われたときには、会社は、その後、次の各号に定める保

険金の請求を受けても、指定保険金額分については、これを支払いません。

⑴ 主契約の保険金

⑵ 主契約に付加されたリビング・ニーズ特約による保険金

⑪ 被保険者が戦争その他の変乱によって支払事由に該当した場合でも、その事由によって支

払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと会社

が認めたときには、会社は、その影響の程度に応じ、この特約の介護前払保険金の全額を支

払いまたはその金額を削減して支払います。

第４条（介護前払保険金の請求手続、支払の期限および支払の場所） 

① 被保険者（契約者が介護前払保険金の受取人のときは、契約者）は、この特約の介護前払

保険金の支払事由が生じたときには、すみやかに必要書類（別表３）を提出して、介護前払

保険金を請求してください。

② 介護前払保険金の支払の期限および支払の場所については、主約款の規定を準用します。

第５条（特約保険料の払込） 

  この特約は保険料の払込を必要としません。 

第６条（特約の失効） 

  主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。 

第７条（特約の復活） 

① 主契約の復活請求の際に契約者から別段の申出がないときには、この特約についても同時

に復活の請求があったものとします。

② 第①項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復活を承諾したときに限り、主約款

の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。

第８条（特約の解約） 

  契約者は、いつでも、将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、

必要書類（別表３）を提出してください。 

第９条（特約の消滅） 

  次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は、その事由が生じた時に消滅し

ます。 

⑴ この特約の介護前払保険金を支払ったとき

⑵ 主契約が消滅したとき

⑶ 主契約に付加されたリビング・ニーズ特約による保険金を支払ったとき

⑷ 目標到達時災害保障付円建積立保険移行特約の規定により主契約が災害保障付円建積立

保険へ移行したとき 

第10条（払いもどし金） 

  この特約に対する払いもどし金はありません。 

第11条（告知義務違反による解除） 

① この特約が付加された主契約を告知義務違反により解除するときは、この特約も含めて解
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除するものとします。 

② 第①項の場合、主約款に定めるほか、会社は、被保険者がこの特約の介護前払保険金の支

払事由に該当した後でも、主契約を解除することができます。この場合、主約款の告知義務

違反による解除の規定および契約を解除できない場合の規定を準用します。

第12条（重大事由による解除） 

  この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用し

ます。 

第13条（契約者配当金） 

  この特約に対する契約者配当金はありません。 

第14条（管轄裁判所） 

  この特約における介護前払保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の

規定を準用します。 

第15条（法令等の改正に伴う支払事由の変更） 

① 会社は、この特約の給付にかかわる公的介護保険制度の改正が行われた場合等で特に必要

と認めたときには、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。

② 本条の変更を行うときには、会社は、主務官庁の認可を得て定めた日（以下「支払事由の

変更日」といいます。）から将来に向かって支払事由を改めます。

③ 本条の規定により支払事由を変更する場合には、会社は、支払事由の変更日の２か月前ま

でに契約者にその旨を通知します。

④ 本条の規定により支払事由を変更する場合で、契約者がその変更を承諾しないときには、

この特約は、支払事由の変更日から将来に向かって解約されたものとします。

第16条（主約款の規定の準用） 

  この特約に別段の定めのない事項は、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準

用します。 

第17条（主契約に条件付保険特約が付加されている場合の取扱） 

  主契約に条件付保険特約が付加されている場合で、特別保険料領収法が適用されていると

きには、会社は、第３条（介護前払保険金の支払）第③項に定める主契約の責任準備金額に、

特別の保険料に対する責任準備金額を合算して取り扱います。 

（2023年10月改定） 
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別表１ 

公的介護保険制度 

 「公的介護保険制度」とは、介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。 

  

 

別表２ 

要介護４以上 

 「要介護４以上」とは、平成11年４月30日厚生省令第58号「要介護認定等に係る介護認定審査会

による審査及び判定の基準等に関する省令」に規定する要介護４または要介護５のいずれかの状態

をいいます。 

  

 

別表３ 

請 求 書 類 

項    目 必  要  書  類 

１ 
介護前払保険金 

（第３条） 

⑴ 会社所定の請求書 

⑵ 会社所定の様式による医師の診断書 

⑶ 公的介護保険制度による要介護認定の結果を証する書類 

⑷ 被保険者の住民票（ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍

抄本） 

⑸ 被保険者の戸籍抄本 

⑹ 被保険者（契約者が介護前払保険金の受取人のときは、契約

者）の印鑑証明書 

⑺ 保険証券 

２ 
特約の解約 

（第８条） 

⑴ 会社所定の請求書 

⑵ 契約者の印鑑証明書 

⑶ 保険証券 

 会社は、上記の書類以外の書類の提出を求めること、上記の書類の一部を省略することまたは

上記の書類の提出以外の会社の定める方法による請求を認めることがあります。 

  

23



リビング・ニーズ特約目次 

この特約の主な内容 

第１条 用語の意義 

第２条 特約の締結および責任開始時 

第３条 この特約による保険金の支払 

第４条 この特約による保険金を支払わない場合 

第５条 この特約による保険金の請求手続、支払

の期限および支払の場所 

第６条 特約保険料の払込 

第７条 特約の復活 

第８条 特約の解約 

第９条 特約の消滅 

第10条 払いもどし金 

第11条 告知義務違反による解除 

第12条 重大事由による解除 

第13条 契約者配当金 

第14条 管轄裁判所 

第15条 主約款の規定の準用 

第16条 主契約に条件付保険特約が付加されてい

る場合の取扱 

第17条 主約款に定める未経過期間に対応する保

険料相当額の払いもどしの規定の準用 

第18条 保険料払込時における円換算レートを固

定する場合の特則を付加した円換算払込

特約を付加している場合の特則 

別表 請求書類 

リビング・ニーズ特約 

（この特約の主な内容） 

  この特約は、無配当低解約返戻金型外貨建終身保険（予定利率毎月更改型）契約に付加するこ

とにより、被保険者の余命が６か月以内と判断される場合に、主たる保険契約の死亡保険金の将

来の支払にかえ、その全部または一部について、この特約による保険金として支払うことを主な

内容とするものです。 

第１条（用語の意義） 

  この特約において使用される用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。 

用語 意義 

⑴ 主契約 主たる保険契約のことをいいます。 

⑵ 主約款 主契約の普通保険約款のことをいいます。 

⑶ 契約者 保険契約者のことをいいます。 

第２条（特約の締結および責任開始時） 

① この特約は、主契約の締結の際または締結後、被保険者の同意を得たうえで、契約者の申

出によって、主契約に付加して締結します。

② 会社がこの特約の付加を承諾したときには、会社は、次の各号の場合に応じ、それぞれに

定める時からこの特約上の責任を負います。

項目 内容 

⑴ 主契約の締結の際にこの特約を付加し

たとき 

主契約の責任が開始した時 

⑵ 主契約の締結後にこの特約を付加した

とき 

会社が承諾した時 
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③ 主契約の締結後、この特約が主契約に付加された場合、会社は、この特約の名称を記載し

た保険証券を新たに交付します。

第３条（この特約による保険金の支払） 

① 会社は、被保険者の余命が６か月以内と判断される場合に、次の各号に定める金額をこの

特約による保険金として、この特約による保険金受取人に支払います。ただし、次の各号に

定める金額から、会社の定める方法により計算したこの特約による保険金の支払事由の発生

日（被保険者の余命が６か月以内と判断された日をいいます。以下同じとします。）からその

日を含めて６か月間の指定保険金額に対する利息および保険料相当額を差し引くものとしま

す。

⑴ この特約による保険金の支払事由の発生日において計算した６か月後の主契約の責任準

備金額が基本保険金額未満の場合 

 主契約の基本保険金額の範囲内、かつ、会社所定の金額の範囲内で、この特約による

保険金受取人が指定した金額（以下「指定保険金額」といいます。） 

⑵ この特約による保険金の支払事由の発生日において計算した６か月後の主契約の責任準

備金額が基本保険金額以上の場合 

 この特約による保険金の支払事由の発生日において計算した６か月後の主契約の責任

準備金額の1.01倍相当額に
指定保険金額

主契約の基本保険金額
 の割合を乗じて得た金額。ただし、会社所

定の金額の範囲内であることを必要とします。 

② 第①項の場合、契約者に対する貸付が行われているときには、会社は、その貸付金の元利

合計額を支払うべき金額から差し引くものとします。

③ この特約による保険金受取人は被保険者とし、変更することはできません。

④ 契約者が法人で、かつ、主契約の死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人である場

合を含みます。）のときには、第③項の規定にかかわらず、この特約による保険金受取人は契

約者とし、それ以外の者に変更することはできません。

⑤ 主契約の基本保険金額の全部が指定保険金額として指定され、この特約による保険金が支

払われた場合は、この特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって、主契約は消滅

するものとします。

⑥ 主契約の基本保険金額の一部が指定保険金額として指定され、この特約による保険金が支

払われた場合は、この特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって、主契約の基本

保険金額は指定保険金額と同額の減額がなされたものとします。この場合、主約款の払いも

どし金の規定にかかわらず、会社は、払いもどし金を支払いません。

⑦ この特約による保険金の支払がなされる前に主契約の保険金の請求を受けた場合には、会

社は、この特約による保険金の請求がなかったものとして取り扱い、この特約による保険金

を支払いません。

⑧ この特約による保険金が支払われたときには、会社は、その後、主契約の保険金の請求を

受けても、第①項第⑴号または第⑵号に定める金額分については、これを支払いません。

第４条（この特約による保険金を支払わない場合） 

  被保険者が、次の各号のいずれかの事由によって第３条（この特約による保険金の支払）

第①項に規定する支払事由に該当した場合には、会社は、この特約による保険金を支払いま

せん。 

⑴ 契約者の故意

⑵ 被保険者の故意または自殺行為

⑶ 被保険者の犯罪行為

⑷ 戦争その他の変乱。ただし、その事由によって支払事由に該当した被保険者の数の増加

がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと会社が認めたときには、会社は、その影
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響の程度に応じ、この特約による保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払い

ます。 

第５条（この特約による保険金の請求手続、支払の期限および支払の場所） 

① この特約による保険金受取人は、この特約による保険金の支払事由が生じたときには、す

みやかに必要書類（別表）を提出して、保険金を請求してください。 

② この特約による保険金の支払の期限および支払の場所については、主約款の規定を準用し

ます。 

第６条（特約保険料の払込） 

  この特約は保険料の払込を必要としません。 

第７条（特約の復活） 

① 主契約の復活請求の際に契約者から別段の申出がないときには、この特約についても同時

に復活の請求があったものとします。 

② 第①項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復活を承諾したときに限り、主約款

の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。 

第８条（特約の解約） 

  契約者は、いつでも、将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、

必要書類（別表）を提出してください。 

第９条（特約の消滅） 

  次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は、その事由が生じた時に消滅し

ます。 

⑴ 第３条（この特約による保険金の支払）の保険金を支払ったとき 

⑵ 主契約が消滅したとき 

⑶ 目標到達時災害保障付円建積立保険移行特約の規定により主契約が災害保障付円建積立

保険へ移行したとき 

第10条（払いもどし金） 

  この特約に対する払いもどし金はありません。 

第11条（告知義務違反による解除） 

① この特約が付加された主契約を告知義務違反により解除するときは、この特約も含めて解

除するものとします。 

② 第①項の場合、主約款に定めるほか、会社は、被保険者がこの特約による保険金の支払事

由に該当した後でも、主契約を解除することができます。この場合、主約款の告知義務違反

による解除の規定および契約を解除できない場合の規定を準用します。 

第12条（重大事由による解除） 

  この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用し

ます。 

第13条（契約者配当金） 

  この特約に対する契約者配当金はありません。 

第14条（管轄裁判所） 

  この特約による保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用

します。 
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第15条（主約款の規定の準用） 

  この特約に別段の定めのない事項は、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準

用します。 

第16条（主契約に条件付保険特約が付加されている場合の取扱） 

  主契約に条件付保険特約が付加されている場合、会社は、条件付保険特約について、次の

各号に定めるところによるほかは、特約条項に定めるとおり取り扱います。 

⑴ 保険金削減支払法が付加されている場合で、削減期間中に支払事由が生じたときには、

第３条（この特約による保険金の支払）第①項にかかわらず、第３条（この特約による保

険金の支払）第①項第⑴号または第⑵号に定める金額にこの特約による保険金の支払事由

の発生日における条件付保険特約の特約条項に定める所定の割合を乗じて得た金額を支払

います。 

⑵ 第⑴号の場合、会社の定める方法により計算したこの特約による保険金の支払事由の発

生日からその日を含めて６か月間の第⑴号により計算される金額に対する利息および指定

保険金額に対する保険料相当額を差し引くものとします。 

⑶ 特別保険料領収法が適用されている場合は、第３条（この特約による保険金の支払）第

①項第⑴号および第⑵号に定める主契約の責任準備金額に、特別の保険料に対する責任準

備金額を合算します。 

第17条（主約款に定める未経過期間に対応する保険料相当額の払いもどしの規定の準用） 

  主約款に定める未経過期間に対応する保険料相当額の払いもどしの規定の準用にあたって

は、第３条（この特約による保険金の支払）第⑤項および同条第⑥項の規定にかかわらず、

次の各号に定めるとおり取り扱います。 

項目 内容 

⑴ 主契約の基本保険金額の全部が指定保

険金額として指定され、この特約による保

険金が支払われた場合 

 この特約による保険金の支払事由の発生

日からその日を含めて６か月を経過した日

に主契約が消滅したものとして、主約款の規

定を準用します。 

⑵ 主契約の基本保険金額の一部が指定保

険金額として指定され、この特約による保

険金が支払われた場合 

 この特約による保険金の支払事由の発生

日からその日を含めて６か月を経過した日

に主契約の基本保険金額が指定保険金額と

同額の減額をされたものとして、主約款の規

定を準用します。 

第18条（保険料払込時における円換算レートを固定する場合の特則を付加した円換算払込特約を

付加している場合の特則） 

  保険料払込時における円換算レートを固定する場合の特則を付加した円換算払込特約を主

契約に付加している場合、次の各号に定めるとおり取り扱います。 

⑴ この特約による保険金が指定通貨で支払われる場合、固定円建保険料を会社が第１回保

険料または第１回保険料に相当する金額を受け取った日の前日の固定円換算レートにより

指定通貨に換算した金額を用いて、第３条（この特約による保険金の支払）第①項の規定

を適用します。 

⑵ 円換算支払特約が付加されることによりこの特約による保険金が円で支払われる場合、

この特約による保険金を円に換算した金額を用いて、第３条（この特約による保険金の支

払）第①項の規定を適用します。 

（2023年10月改定） 
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別 表 

請 求 書 類 

項    目 必  要  書  類 

１ 
この特約による保険金 

（第３条） 

⑴ 会社所定の請求書 

⑵ 会社所定の様式による医師の診断書 

⑶ 被保険者の住民票（ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍

抄本） 

⑷ この特約による保険金受取人の戸籍抄本 

⑸ この特約による保険金受取人の印鑑証明書 

⑹ 保険証券 

２ 
特約の解約 

（第８条） 

⑴ 会社所定の請求書 

⑵ 契約者の印鑑証明書 

⑶ 保険証券 

 会社は、上記の書類以外の書類の提出を求めること、上記の書類の一部を省略することまたは

上記の書類の提出以外の会社の定める方法による請求を認めることがあります。 
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目標到達時災害保障付円建積立保険移行特約目次 

この特約の主な内容 

第１条 用語の意義 

第２条 特約の締結 

第３条 災害保障付円建積立保険への移行 

第４条 保険金の支払 

第５条 保険金の請求手続、支払の期限および支払

の場所 

第６条 特約の復活 

第７条 重大事由による解除 

第８条 特約の解約 

第９条 払いもどし金 

第10条 移行後契約の解約 

第11条 積立金の一部取崩 

第12条 目標額の変更 

第13条 契約者に対する貸付 

第14条 契約者配当金 

第15条 主約款の規定の準用 

別表１ 対象となる感染症 

別表２ 請 求 書 類

目標到達時災害保障付円建積立保険移行特約 

（この特約の主な内容） 

この特約は、無配当低解約返戻金型外貨建終身保険（予定利率毎月更改型）契約に付加するこ

とにより、円に換算した主たる保険契約の解約返戻金額が目標とする金額以上となったときに、

災害保障付円建積立保険に自動的に移行することを主な内容とするものです。 

第１条（用語の意義） 

この特約において使用される用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。 

用語 意義 

⑴ 主契約 主たる保険契約のことをいいます。 

⑵ 主約款 主契約の普通保険約款のことをいいます。 

⑶ 契約者 保険契約者のことをいいます。 

⑷ 指定通貨  主契約の締結の際、契約者が指定した主契約に適用される通貨のこと

をいいます。 

⑸ 保険金 死亡保険金または災害死亡保険金のことをいいます。 

⑹ 目標額  災害保障付円建積立保険に自動的に移行する際に目標となる円建の金

額をいいます。 

⑺ 取引銀行  会社が指定通貨を円に換算するにあたって主として取引する銀行のこ

とをいいます。 

⑻ 積立金  将来の保険金を支払うために積み立てる金額をいい、災害保障付円建

積立保険へ移行後の経過した年月数によって、会社の定める方法により

計算します。 

⑼ 積立利率  積立金を積み立てる際に適用する利率のことをいい、予定利率から災

害死亡に関する費用および保険契約関係費用として定められた率を控除

して算出します。 
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第２条（特約の締結） 

① この特約は、主契約の締結の際または締結後、契約者から申出があり、かつ、会社がこれ

を承諾した場合に、主契約に付加して締結します。 

② 契約者は、この特約の締結の際、会社の定める範囲内で目標額を設定してください。 

③ 主契約の締結の際に、この特約が主契約に付加された場合、会社は、目標額を保険証券に

表示します。 

④ 主契約の締結後、この特約が主契約に付加された場合、会社は、この特約の名称および目

標額を記載した保険証券を新たに交付します。 

第３条（災害保障付円建積立保険への移行） 

① 次の第⑴号の金額が第⑵号の金額以上となった場合、その日（以下「目標到達日」といい

ます。）の翌日を積立移行日として、主契約は災害保障付円建積立保険に自動的に移行しま

す。 

⑴ 主契約を解約したとみなしたときの解約返戻金額（契約者に対する貸付が行われている

場合には、貸付金の元利合計額を差し引いた後の金額をいいます。）を会社所定の換算レ

ートにより円に換算した金額 

⑵ 契約者が設定した目標額 

② 第①項の判定は、主契約の保険料払込期間の満了日の翌日からその日を含めて会社の定め

る期間経過後における会社の営業日、かつ、取引銀行の営業日にあたる日ごとに行うものと

します。 

③ 第①項第⑴号に定める会社所定の換算レートは、第②項に定めるそれぞれの日における取

引銀行の対顧客電信買相場（ＴＴＢ）（１日のうちに公示の変更があった場合には、その日

の最初の公示値とします。）を下回ることはありません。 

④ 災害保障付円建積立保険に移行後（以下「移行後契約」といいます。）の積立金額は、第

①項第⑴号の金額に基づき、積立移行日における積立利率によって計算します。 

⑤ 移行後契約の保険期間は、終身とします。 

⑥ この特約により主契約が災害保障付円建積立保険へ移行される前に次の各号に定める保険

金の請求を受けた場合で、かつ、その保険金が支払われるときは、主契約の基本保険金額の

うちその支払いによって支払事由の発生日にさかのぼって消滅する（減額がなされたものと

する場合を含みます。）部分については、第①項の規定にかかわらず、災害保障付円建積立

保険へ移行しません。 

⑴ 主契約の高度障害保険金 

⑵ 主契約に付加されたリビング・ニーズ特約による保険金 

⑶ 主契約に付加された介護前払特約による介護前払保険金 
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第４条（保険金の支払） 

① 積立移行日以後に被保険者が死亡したときには、死亡保険金および災害死亡保険金を次の

各号に定めるとおり支払います。 

名称 

支 払 事 由 

（死亡保険金、災害死亡

保険金を支払う場合） 

支払金額 

受 

取 

人 

免 責 事 由 

（支払事由に該当しても 

死亡保険金、災害死亡保険金を 

支払わない場合） 

⑴ 

死 

亡 

保 

険 

金 

 被保険者が死亡した

とき。 

 ただし、災害死亡保

険金が支払われる場合

を除きます。 

 積立移行日

から被保険者

の死亡日の直

後に到来する

積立移行日の

月単位の応当

日の前日まで

の経過年月数

を基準に計算

した積立金額 

主 

契 

約 

の 

死 

亡 

保 

険 

金 

受 

取 

人 

 被保険者が次のいずれかによ

って死亡したとき 

(ｱ) 主契約の責任開始の日からそ

の日を含めて３年以内の被保険

者の自殺 

(ｲ) 契約者の故意 

(ｳ) 主契約の死亡保険金受取人の

故意 

(ｴ) 戦争その他の変乱 

⑵ 

災 

害 

死 

亡 

保 

険 

金 

 被保険者が次のいず

れかに該当したとき 

(ｱ) 積立移行日以後に

発生した不慮の事故* 

による傷害を直接の

原因として、その事

故の日からその日を

含めて 180日以内に

死亡したとき 

(ｲ) 積立移行日以後に

発病した感染症* を

直接の原因として死

亡したとき 

 積立移行日

から被保険者

の死亡日の直

後に到来する

積立移行日の

月単位の応当

日の前日まで

の経過年月数

を基準に計算

した積立金額

の1.1倍相当額 

 被保険者が次のいずれかによ

って死亡したとき 

(ｱ) 契約者の故意または重大な

過失 

(ｲ) 被保険者の故意または重大

な過失 

(ｳ) 主契約の死亡保険金受取人の

故意または重大な過失 

(ｴ) 被保険者の犯罪行為 

(ｵ) 被保険者の精神障害を原因

とする事故 

(ｶ) 被保険者の泥酔の状態を原

因とする事故 

(ｷ) 被保険者が法令に定める運

転資格を持たないで運転してい

る間に生じた事故 

(ｸ) 被保険者が法令に定める酒

気帯び運転またはこれに相当す

る運転をしている間に生じた事

故 

(ｹ) 地震、噴火、津波または戦

争その他の変乱 

 

＊ 不慮の事故 主約款の別表１に定める事故をいいます。 

＊ 感 染 症 別表１に定める疾病をいいます。 

 

② 主契約の死亡保険金受取人が２人以上いる場合で、一部の受取人が故意に被保険者を死亡

させたときには、会社は、その受取人が受け取るべき金額を支払わず、その金額を除いた残

額を他の受取人に支払います。この場合、支払わない部分の積立金額を第９条（払いもどし

金）の規定により契約者に支払います。 

③ この特約の災害死亡保険金の支払について、主契約の死亡保険金受取人が２人以上いる場
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合で、一部の受取人の重大な過失により被保険者が死亡したときには、会社は、その受取人

に対しては、災害死亡保険金を支払わず、第①項第⑴号の規定を適用します。また、他の受

取人に対しては、災害死亡保険金の残額を支払います。 

④ 被保険者が戦争その他の変乱（災害死亡保険金の支払のときは、地震、噴火または津波を

含みます。）によって死亡した場合でも、その事由によって死亡した被保険者の数の増加が

この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと会社が認めたときには、会社は、その影響の

程度に応じこの特約の保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。 

⑤ 被保険者の生死が明らかでない場合でも、会社が死亡したものと認めたときには、会社は、

保険金を支払います。 

第５条（保険金の請求手続、支払の期限および支払の場所） 

① 保険金の受取人は、保険金の支払事由が生じたときには、すみやかに必要書類（別表２）

を提出して、保険金を請求してください。 

② 保険金の支払の期限および支払の場所については、主約款の規定を準用します。 

第６条（特約の復活） 

① 主契約の復活請求の際に契約者から別段の申出がないときには、この特約についても同時

に復活の請求があったものとします。 

② 第①項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復活を承諾したときに限り、主約款

の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。 

第７条（重大事由による解除） 

重大事由による解除については、主約款の規定を準用します。ただし、移行後契約の重大

事由による解除の原因となる事由として「契約者、被保険者または主契約の死亡保険金受取

人が、この特約の災害死亡保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致

（未遂を含みます。）をした場合」を追加します。 

第８条（特約の解約） 

契約者は、目標到達日以前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することが

できます。この場合、必要書類（別表２）を提出してください。 

第９条（払いもどし金） 

① 移行後契約の払いもどし金は、次の各号に定めるとおりです。 

払いもどし事由 払いもどし金額 受取人 

⑴ 被保険者の死亡が免責事由に該当

したとき 

（第４条） 

 積立移行日からの経過した年月数に

よって計算した積立金額 

契

約

者 

⑵ 移行後契約が解除されたとき 

（第７条） 

⑶ 移行後契約が解約されたとき 

（第10条） 

⑷ 移行後契約の積立金の一部が取り

崩されたとき 

（第11条） 

 第⑴号の場合、被保険者の死亡が契約者の故意によるときには、会社は、積立金を払い

もどしません。 

 

② 第８条（特約の解約）の規定によりこの特約が解約される場合は、この特約に対する払い

もどし金はありません。 
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③ 会社は、払いもどし金を、必要書類（別表２）が会社に着いた日の翌日からその日を含め

て５営業日以内に会社の本店で支払います。

第10条（移行後契約の解約） 

契約者は、いつでも将来に向かって、移行後契約を解約することができます。この場合、

必要書類（別表２）を提出してください。 

第11条（積立金の一部取崩） 

① 契約者は、必要書類（別表２）を提出して、積立金の一部取崩（以下「一部取崩」といい

ます。）を請求することができます。ただし、一部取崩後の積立金額が10万円未満のときに

は、会社は、一部取崩を取り扱いません。

② 一部取崩が行われた部分は、解約されたものとして取り扱います。

第12条（目標額の変更） 

① 契約者は、目標到達日以前に限り、会社の定める範囲内で目標額を変更することができま

す。この場合、必要書類（別表２）を提出してください。

② 目標額の変更日は、第①項の必要書類（別表２）が会社に着いた日とします。

第13条（契約者に対する貸付） 

主約款の規定にかかわらず、積立移行日以後、会社は、契約者に対する貸付を取り扱いま

せん。 

第14条（契約者配当金） 

この特約に対する契約者配当金はありません。 

第15条（主約款の規定の準用） 

この特約に別段の定めのない事項は、主約款の規定を準用します。 

（2023年10月改定） 
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別表１ 

対象となる感染症 

 対象となる感染症とは、平成27年２月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中次のもの

とし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計

分類提要ＩＣＤ－10（2013年版）準拠」によるものとします。 

分    類    項    目 分類コード 

コレラ Ａ00 

腸チフス Ａ01.0 

パラチフスＡ Ａ01.1 

細菌性赤痢
せ き り

 Ａ03 

腸管出血性大腸菌感染症 Ａ04.3 

ペスト Ａ20 

ジフテリア Ａ36 

急性灰
かい

白
はく

髄炎
ずいえん

＜ポリオ＞ Ａ80 

ラッサ熱 Ａ96.2 

クリミヤ・コンゴ＜Crimean-Congo＞出血熱 Ａ98.0 

マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病 Ａ98.3 

エボラ＜Ebola＞ウイルス病 Ａ98.4 

痘瘡
とうそう

 Ｂ03 

重症急性呼吸器症候群［SARS］（ただし、病原体がベータコロナウイルス属

ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限ります。） 

Ｕ04 

（注） 新型コロナウイルス感染症（2020年７月３日時点の世界保健機関「疾病及び関連保健問

題の国際統計分類第10回改訂（ICD-10）」におけるコードＵ07.1（コロナウイルス感染症

2019、ウイルスが同定されたもの）をいいます。）は、同感染症が次のいずれかに該当す

る期間中に、被保険者等が死亡した場合、高度障害状態になった場合または条件付保険特

約等が付加された保険契約（特約を含みます。）の支払事由等に該当した場合に限り、

「対象となる感染症」に含めるものとします。 

⑴ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症予防法」と

いいます。）第６条第２項、第３項または第４項に感染性の疾病として掲げられてい

ること 

⑵ 感染症予防法第６条第７項第３号に掲げる感染性の疾病に該当していること 

⑶ 感染症予防法第６条第８項に基づき政令により指定感染症として定められているこ

と 
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別表２ 

請 求 書 類 

項   目 必  要  書  類 

１ 

死亡保険金 

災害死亡保険金 

（第４条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 医師の死亡診断書または検案書（ただし、会社が必要と認

めた場合は会社所定の様式による医師の死亡証明書）

⑶ 被保険者の住民票（ただし、会社が必要と認めた場合は戸

籍抄本）

⑷ 主契約の死亡保険金受取人の戸籍抄本

⑸ 主契約の死亡保険金受取人の印鑑証明書

⑹ 保険証券

⑺ 災害死亡保険金の場合、不慮の事故であることを証する書

類 

２ 
特約の解約 

（第８条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 契約者の印鑑証明書

⑶ 保険証券

３ 
払いもどし金 

（第９条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 契約者の印鑑証明書

⑶ 保険証券

４ 
移行後契約の解約 

（第10条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 契約者の印鑑証明書

⑶ 保険証券

５ 
積立金の一部取崩 

（第11条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 契約者の印鑑証明書

⑶ 保険証券

６ 
目標額の変更 

（第12条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 契約者の印鑑証明書

⑶ 保険証券

 会社は、上記の書類以外の書類の提出を求めること、上記の書類の一部を省略することまたは上

記の書類の提出以外の会社の定める方法による請求を認めることがあります。 
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指定代理請求特約 

（この特約の主な内容） 

  この特約は、主たる保険契約の被保険者が受取人となる保険金等の支払事由が生じた場合で、

保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情があるときに、あらかじめ指定され

た指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等の請求を可能とすることを主な内

容とするものです。 

第１条（特約の締結） 

  この特約は、主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の締結の際または主契約の締

結後、保険契約者（以下「契約者」といいます。）の申出によって、主契約の被保険者の同意

および会社の承諾を得て、主契約に付加して締結します。 

第２条（特約の対象となる保険金等） 

  主契約および主契約に付加されている特約（以下「各特約」といいます。）において、主契

約の被保険者が受取人となる保険金、給付金、年金、その他これらに準じる保険給付および

主契約の被保険者と契約者が同一人である場合の保険料の払込免除（以下「保険金等」とい

います。）をこの特約による代理請求の対象とします。ただし、すえ置かれた保険金等を除き

ます。 

第３条（指定代理請求人の指定） 

  この特約を付加した場合、契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、あらかじめ次の各

号の範囲内で１人の者を指定してください。（本条により指定された者を、以下「指定代理請

求人」といいます。） 

⑴ 次の(ｱ)から(ｳ)の範囲内の者

(ｱ) 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者

(ｲ) 主契約の被保険者の直系血族

(ｳ) 主契約の被保険者の３親等内の親族

⑵ 第⑴号のほか、次の(ｱ)から(ｴ)の範囲内の者で、保険金等の受取人のために保険金等を

請求すべき適当な関係があると会社が認めた者 

(ｱ) 主契約の被保険者と同居しまたは主契約の被保険者と生計を一にしている者

(ｲ) 主契約の被保険者の財産管理を行っている者

(ｳ) 主契約の死亡保険金受取人

(ｴ) その他前(ｱ)および(ｲ)に掲げる者と同等の関係にある者

第４条（指定代理請求人による保険金等の請求） 

① 第２条（特約の対象となる保険金等）に定める保険金等を保険金等の受取人が請求できな

い次の各号に定める事情があるときは、第３条（指定代理請求人の指定）で指定した指定代

理請求人が、必要書類（別表）およびその事情の存在を証明する書類を提出して、保険金等

の受取人の代理人として保険金等の請求をすることができます。

⑴ 保険金等の請求を行う意思表示が困難であると会社が認めた場合

⑵ 傷病名の告知を受けない蓋然性が高いと会社が認める傷病名について告知を受けていな

いため支払事由に該当する保険金等の請求ができない場合 

⑶ その他第⑴号または第⑵号に準じる状態であると会社が認めた場合

② 指定代理請求人が第①項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において第３条（指
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定代理請求人の指定）各号に定める範囲内であることを要します。ただし、指定代理請求人

としての要件を満たさない場合または指定代理請求人が指定されていない場合には、主契約

の死亡保険金受取人が指定代理請求人として、保険金等を請求することができることとしま

す。 

③ 第①項または第②項の規定により、会社が保険金等を指定代理請求人に支払った場合には、

その後重複してその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

④ 本条の規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由（保険料の払込免除の事由を含みま

す。以下同じとします。）を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第①項各号に定め

る状態に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。

⑤ 第①項の請求を受けた場合、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行い、また、会社

指定の医師の診断を受けてもらうことがあります。

⑥ 第⑤項の事実の確認に際し、指定代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理

由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで

保険金等を支払わず、また保険料の払込を免除しません。会社が指定した医師による主契約

の被保険者の診断を求めたときも、同様とします。

第５条（指定代理請求人の変更および指定の撤回） 

  契約者は、必要書類（別表）を提出し、主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求人

を変更し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。 

第６条（告知義務違反による解除等の通知） 

  主契約にこの特約が付加されている場合、主契約または各特約の告知義務違反による解除

および重大事由による解除について、契約者の住所の不明その他の正当な事由によって契約

者に通知できないときは、主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）または各特

約の特約条項に定める通知先のほか、指定代理請求人に通知することがあります。 

第７条（特約の解約） 

  この特約のみの解約は、取り扱いません。 

第８条（保険金等の受取人が法人に変更される場合の取扱） 

  主約款および各特約の特約条項の規定により、保険金等の受取人が主契約の被保険者から

法人へ変更される場合には、指定代理請求人の指定は撤回されるものとします。 

第９条（主約款および各特約の特約条項に定める保険金等の代理請求の取扱） 

  この特約を付加した場合、保険金等の代理請求については、この特約条項に定めるところ

により取り扱います。この場合、主約款および各特約の特約条項の規定による保険金等の代

理請求は取り扱いません。 

第10条（主約款および各特約の特約条項に定める給付金の法定相続人の代表者による請求の取扱） 

  この特約を付加した場合で、主約款または各特約の特約条項に主契約の被保険者が死亡し

た場合の給付金の法定相続人の代表者による請求の取扱に関する規定があるときは、主契約

の被保険者の法定相続人のうち、主契約の死亡保険金受取人等がいない場合に代理請求人を

法定相続人の代表者として取り扱う規定は適用しません。この場合、主契約の被保険者の法

定相続人であるこの特約において指定された指定代理請求人がいるときは、指定代理請求人

を法定相続人の代表者として取り扱うものとします。 

第11条（主約款および各特約の特約条項の規定の準用） 

  この特約に別段の定めのない事項は、その性質が許されないものを除き主約款および各特

約の特約条項の規定を準用します。 
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第12条（特約の更新） 

  主約款の規定により主たる保険契約が更新されるときは、この特約も更新されます。 

第13条（主契約に年金支払特約または年金払移行特約が付加されている場合の特則） 

  次の各号に定める場合は、第４条（指定代理請求人による保険金等の請求）第②項中、「主

契約の死亡保険金受取人」を「主契約の被保険者の戸籍上の配偶者」と読み替えて適用しま

す。 

⑴ 主契約に年金支払特約が付加され、年金支払特約の年金の支払が開始した場合

⑵ 主契約に年金払移行特約が付加され、主契約の全部が年金払に移行した場合

（2025年１月改定） 

別表 

請 求 書 類 

項 目 必 要 書 類 

１ 

指定代理請求人による 

保険金等の請求 

（第４条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 会社所定の様式による医師の診断書

⑶ 主契約の被保険者の戸籍抄本

⑷ 指定代理請求人の戸籍抄本、住民票および印鑑証明書

⑸ 主契約の被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険

者証の写し

⑹ 指定代理請求人が主契約の被保険者の財産管理を行ってい

る者であるときは、契約書および財産管理状況の報告書の写

しなどその事実を証する書類

⑺ 保険証券

２ 

指定代理請求人の変更 

および指定の撤回 

（第５条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 契約者の印鑑証明書

⑶ 保険証券

 会社は、上記の書類以外の書類の提出を求めること、上記の書類の一部を省略することまたは

上記の書類の提出以外の会社の定める方法による請求を認めることがあります。 
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保険料口座振替特約 

 

第１条（用語の意義） 

  この特約において使用される用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。 

用語 意義 

⑴ 主約款  主たる保険契約の普通保険約款のことをいいます。 

⑵ 契約者  保険契約者のことをいいます。 

⑶ 提携金融機関  会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等のこと

をいいます。 

⑷ 指定口座  契約者の指定する口座のことをいいます。 

  

第２条（特約の適用） 

① この特約は、保険契約締結の際または締結後に、契約者から保険料を会社の指定した金融

機関等の口座振替により払い込む旨の申出があり、会社がこれを承諾した場合に適用します。 

② 保険料の口座振替払込を申し出る場合には、契約者は、次の各号の条件を満たしてくださ

い。 

⑴ 提携金融機関に、指定口座があること 

⑵ 指定口座の名義人が提携金融機関に対し、指定口座から会社の預金口座への保険料の口

座振替を依頼すること 

③ 第②項の指定口座の名義人が契約者と別人であっても、保険契約上の権利と義務は、契約

者に属するものとします。 

第３条（契約日の特例‐保険料月払契約の場合） 

① 保険料月払契約の締結の際の契約日は、主約款に定める契約締結の際の会社の責任開始の

日を含む月の翌月１日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として

計算します。 

② 第①項の規定にかかわらず、契約締結の際の会社の責任開始の日から契約日の前日までに、

保険事故が発生したときは、契約締結の際の会社の責任開始の日を契約日とし、その日を基

準として年齢、保険期間および保険料払込期間を再計算し、保険料に超過分があれば払いも

どし、不足分があれば領収します。ただし、支払うべき保険金または給付金があるときは、

過不足分をその保険金または給付金と清算します。 

③ 第①項および第②項の規定にかかわらず、契約者からの申出により、主約款に基づいて契

約日を定めることができます。 

第４条（第２回以後の保険料の払込） 

① 契約者は、第２回以後の保険料を、払込期月中の会社と提携金融機関とが協議して定めた

日（この日が提携金融機関の休業日のときは、翌営業日。以下「振替日」といいます。）に指

定口座から保険料相当額を会社の預金口座に振り替えることによって、払い込んでください。 

② 第①項の振替があったときは、振替日に保険料の払込があったものとします。 

③ 同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合でも、契約者は、会社

に対しその振替順序を指定できません。 

④ 契約者は、あらかじめ保険料の払込に必要な金額を指定口座に預け入れてください。 

⑤ 口座振替によって払い込まれた保険料については、会社は、領収証を発行しません。 
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第５条（保険料の口座振替ができない場合の取扱） 

① 払込期月の振替日に保険料の口座振替ができなかったときには、会社は、次の各号に定め

るとおり取り扱います。 

項目 内容 

⑴ 保険料月払契約

の場合 

(ｱ) 翌月分の保険料の振替日に、再度翌月分と合わせて２か月分の

保険料の口座振替を行います。 

(ｲ) 指定口座の預金残高が２か月分の保険料相当額未満の場合に

は、１か月分の保険料の口座振替を行い、振替があったときは、

猶予期間中の未払込保険料について払込があったものとします。 

⑵ 保険料年払契約

または保険料半年

払契約の場合 

 払込期月の翌月中の振替日に応当する日（この日が提携金融機関

の休業日のときは、翌営業日）に、再度口座振替を行います。 

② 猶予期間中の未払込保険料の口座振替ができなかったときには、契約者は、その未払込保

険料をその猶予期間の満了日までに、会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでく

ださい。

第６条（諸変更） 

① 契約者は、指定口座を、同一の提携金融機関の他の口座または他の提携金融機関の口座に

変更することができます。この場合には、あらかじめその旨を会社およびその提携金融機関

に申し出てください。 

② 契約者が保険料の口座振替払込を止める場合には、あらかじめその旨を会社およびその提

携金融機関に申し出るとともに、他の保険料払込方法（経路）を選択してください。

③ 提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を契約者に

通知します。この場合には、契約者は指定口座を他の提携金融機関の口座に変更するかまた

は他の保険料払込方法（経路）を選択してください。

④ 会社は、会社または提携金融機関の止むを得ない事情により振替日を変更することがあり

ます。この場合には、あらかじめその旨を契約者に通知します。 

第７条（特約の消滅） 

  次の各号のいずれかの事由に該当したときは、この特約は消滅します。 

⑴ 保険契約が消滅しまたは失効したとき

⑵ １年分を超える保険料の前納が行われたとき

⑶ 保険料の払込を必要としなくなったとき

⑷ 保険料をこの特約によらないで払い込む方法に変更したとき

⑸ 提携金融機関に指定口座がなくなったときまたは提携金融機関との間の口座振替に関す

る約定が解除されたとき

第８条（口座振替保険料率の適用‐保険料月払契約の場合） 

① 会社は、保険料月払契約に限り、口座振替保険料率を適用します。

② 第①項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、普通保険料率を適

用します。

⑴ 当月分を含めて３か月分以上の保険料の前納が行われるとき

⑵ 保険料の自動貸付が行われるとき

第９条（主約款の適用） 

  この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を適用します。 
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第10条（無配当低解約返戻金型外貨建終身保険（予定利率毎月更改型）に付加する場合の特則） 

① この特約を無配当低解約返戻金型外貨建終身保険（予定利率毎月更改型）に付加する場合

には、契約日の取扱については、第３条（契約日の特例―保険料月払契約の場合）の規定に

かかわらず、主約款の規定を適用します。 

② 第５条（保険料の口座振替ができない場合の取扱）第②項を次のとおり読み替えて適用し

ます。 

「② 猶予期間中の未払込保険料の口座振替ができなかったときには、契約者は、その未払

込保険料をその猶予期間の満了日までに、会社の指定する払込方法（経路）により払い

込んでください。」 

（2018年5月制定） 
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保険料クレジットカード払特約 

第１条（用語の意義） 

  この特約において使用される用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。 

用語 意義 

⑴ 契約者 保険契約者のことをいいます。 

⑵ 主約款 主たる保険契約の普通保険約款のことをいいます。 

第２条（特約の適用） 

① この特約は、保険契約締結の際または締結後に、契約者から、主約款に定める保険料の払

込方法（経路）に代えて、保険料を会社の指定するクレジットカード（以下「クレジットカ

ード」といいます。）により払い込む旨の申出があり、会社がこれを承諾した場合に適用しま

す。 

② 第①項のクレジットカードは、契約者が、会社の指定するクレジットカード発行会社（以

下「カード会社」といいます。）との間で締結された会員規約等（以下「会員規約等」といい

ます。）に基づき、カード会社より貸与されまたは使用を認められたものに限ります。 

③ 会社は、この特約の適用にあたって、カード会社にクレジットカードの有効性および利用

限度額内であること等の確認（以下「有効性および利用限度額等の確認」といいます。）を行

うものとします。

④ 会社は、契約者がカード会社の会員規約等に基づいて、保険料の払込にクレジットカード

を使用した場合に限り、この特約に定める取扱を行います。 

第３条（責任開始時および契約日の特例） 

① この特約が適用され、第１回保険料（第１回保険料相当額の場合を含みます。以下同じと

します。）をクレジットカードにより払い込む場合には、会社は、主約款の規定にかかわらず、

クレジットカードの有効性の確認を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の払込を

承諾した時から契約上の責任を負います。ただし、被保険者による告知の前にクレジットカ

ードによる保険料の払込を承諾したときは、その告知の時から契約上の責任を負います。 

② 第①項の場合、会社が保険契約の申込を承諾したときには、会社は、契約締結の際の会社

の責任開始の日を契約者に通知します。ただし、保険証券の交付をもって通知に代えること

があります。

③ 契約日は、主約款または第①項に定める契約締結の際の会社の責任開始の日を含む月の翌

月１日とし、年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。

④ 第③項の規定にかかわらず、契約締結の際の会社の責任開始の日から契約日の前日までに、

保険事故が発生したときは、契約締結の際の会社の責任開始の日を契約日とし、その日を基

準として年齢、保険期間および保険料払込期間を再計算し、保険料に超過分があれば払いも

どし、不足分があれば領収します。ただし、支払うべき保険金または給付金があるときは、

過不足分をその保険金または給付金と清算します。

⑤ 第③項および第④項の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款に基づいて契

約日を定めることができます。

第４条（保険料の払込） 

① 保険料をクレジットカードにより払い込む場合には、会社は、その保険料について、主約

款の規定にかかわらず、会社がクレジットカードの有効性および利用限度額等の確認を行っ

たうえで、会社の定めた日（以下「指定日」といいます。）に、払込があったものとします。 
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② 同一のクレジットカードで２件以上の保険契約の保険料を払い込む場合でも、契約者は、

会社に対しその決済順序を指定できません。 

③ 契約者は、カード会社の会員規約等に従い、保険料相当額をカード会社に支払うことを必

要とします。

④ 会社がクレジットカードの有効性および利用限度額等の確認を行った後でも、次の各号の

条件をすべて満たす場合には、その払込期月中の保険料については第①項の規定は適用しま

せん。

⑴ 会社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと

⑵ 契約者がカード会社に対して保険料相当額を支払っていないこと

⑤ 第④項の場合、会社は、契約者に保険料を直接請求できるものとします。

⑥ この特約によって払い込まれた保険料については、会社は、領収証を発行しません。

第５条（この特約による保険料の払込ができない場合の取扱） 

① 第１回保険料をクレジットカードにより払い込む場合で、第１回保険料について会社がク

レジットカードの有効性および利用限度額等の確認を得られなかったときには、会社は、保

険契約の申込がなかったものとして取り扱います。 

② 第２回以後の保険料をクレジットカードにより払い込む場合で、第２回以後の保険料につ

いて会社がクレジットカードの利用限度額内であることの確認を得られなかったときには、

会社は、次の各号に定めるとおり取り扱います。

項目 内容 

⑴ 保険料月払契約の

場合 

(ｱ) 翌月に、再度翌月分と合わせて２か月分の保険料についてク

レジットカードの利用限度額内であることの確認を行ったうえ

で、翌月の指定日に、２か月分の保険料のクレジットカードに

よる払込があったものとします。 

(ｲ) クレジットカードの利用限度額が２か月分の保険料相当額に

満たない場合には、１か月分の保険料のクレジットカードによ

る払込を行い、この場合、猶予期間中の未払込保険料について

払込があったものとします。 

⑵ 保険料年払契約ま

たは保険料半年払契

約の場合 

 払込期月の翌月に、再度クレジットカードの利用限度額内であ

ることの確認を行ったうえで、払込期月の翌月中の指定日に応当

する日に、保険料のクレジットカードによる払込があったものと

します。 

③ 猶予期間中の未払込保険料のクレジットカードによる払込ができなかったときには、契約

者は、その未払込保険料をその猶予期間の満了日までに、会社の本店または会社の指定した

場所に払い込んでください。 

第６条（諸変更） 

① 契約者は、クレジットカードを、同一のカード会社の他のクレジットカードまたは他のカ

ード会社のクレジットカードに変更することができます。この場合には、あらかじめその旨

を会社に申し出てください。 

② 契約者が保険料のクレジットカードによる払込を止める場合には、あらかじめその旨を会

社に申し出るとともに、他の保険料払込方法（経路）を選択してください。 

③ カード会社が保険料のクレジットカードによる払込の取扱を停止した場合には、会社は、

その旨を契約者に通知します。この場合には、契約者はクレジットカードを、他のクレジッ

トカードに変更するかまたは他の保険料払込方法（経路）を選択してください。
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第７条（特約の消滅） 

① 次の各号のいずれかの事由に該当したときには、この特約は消滅します。 

⑴ 保険契約が消滅しまたは失効したとき 

⑵ 保険料の前納が行われたとき 

⑶ 保険料の払込を必要としなくなったとき 

⑷ 保険料をこの特約によらないで払い込む方法に変更したとき 

⑸ 会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき。ただし、第５条（この特約に

よる保険料の払込ができない場合の取扱）第③項の規定により保険料が払い込まれた場合

を除きます。 

⑹ 会社がクレジットカードの有効性の確認を得られなかったとき 

⑺ カード会社が保険料のクレジットカードによる払込の取扱を停止したとき 

② 第①項第⑸号から第⑺号までの場合、会社は、その旨を契約者に通知します。この場合、

契約者は、その保険料払込方法を他の払込方法に変更してください。また、契約者が保険料

の払込方法の変更を行うまでの間の保険料については、会社の本店または会社の指定した場

所に払い込んでください。 

第８条（適用される保険料率‐保険料月払契約の場合） 

  会社は、保険料月払契約に限り、口座振替保険料率を適用します。 

第９条（主約款の適用） 

  この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を適用します。 

第10条（特約の更新） 

  主約款の規定により主たる保険契約が更新されるときは、この特約も更新されます。 

第11条（無配当低解約返戻金型外貨建終身保険（予定利率毎月更改型）に付加する場合の特則） 

① この特約を無配当低解約返戻金型外貨建終身保険（予定利率毎月更改型）に付加する場合

には、契約日の取扱については、第３条（責任開始時および契約日の特例）の規定にかかわ

らず、主約款の規定を適用します。 

② 第５条（この特約による保険料の払込ができない場合の取扱）第③項を次のとおり読み替

えて適用します。 

「③ 猶予期間中の未払込保険料のクレジットカードによる払込ができなかったときには、

契約者は、その未払込保険料をその猶予期間の満了日までに、会社の指定する払込方法

（経路）により払い込んでください。」 

（2018年5月制定） 
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引受保険会社   

（ X－2026－6  2026年４月２日 ）

■ お問合せ先

大樹生命 お客さまデスク

フリーダイヤル ０１２０－３１２－８０８

平日 ９：００～１７：００（土・日・祝日・年末年始を除く）

大樹生命ホームページ

https://www.taiju-life.co.jp/
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